
東大阪市公告第   号  

 

 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第３５条第４項の規定により貸与した次

の自動車臨時運行許可番号標は、運行者が東大阪市自動車臨時運行許可に関する規則  

（昭和４２年東大阪市規則第５１号）第４条の規定に違反して返納しなかったので失効し

た旨を同規則第６条の規定により公告する。  

 

令和８年６月１０日  

東大阪市長 野 田 義 和  

 

１ 番号標番号  

大阪 １３－１５ 東大阪  

大阪 １０－９２ 東大阪  

 

２ 連絡先  

（１）担当 東大阪市役所市民生活部市民室市民課庶務担当  

（２）電話 ０６－４３０９－３１７２  

９１


